
 

 

 

Ⅳ  参   考  



参考　1

（単位　：件・人・円） （単位　：件・人・円）

　　　　　　　　　　　　年　度

　　　　　　　　　件数・金額

区　分

0件 0 0件 0

 0件 0  0件 0

 0件 0  0件 0

 0件 0  0件 0

1,745件 437,204,097 2,073件 514,146,510

60 歳 以 上 の 者 377件 96,549,996 660件 164,583,322

障 害 者 1,081件 263,904,107 1,084件 260,929,862

母 子 家 庭 の 母 281件 75,249,994 320件 86,333,326

父 子 家 庭 の 父 6件 1,500,000 9件 2,300,000

152件 44,750,000 154件 44,650,000

245件 71,891,663 55件 16,700,000

65件 94,299,100 87件 193,657,500

地 域 雇 用 開 発 コ ー ス
（ 旧 地 域 雇 用 開 発 奨 励 金 ）

43件 65,500,000 50件 84,620,000

沖 縄 若 年 者 雇 用 促 進 コ ー ス
( 旧沖 縄若 年者 雇用 促進 奨励 金）

22件 28,799,100 37件 109,037,500

21件 23,139,600 18件 22,958,000

1,161件 989,720,000 1,011件 750,214,750

正 社 員 化 コ ー ス 1,097件 963,341,250 895件 659,458,750

正 社 員 化 コ ー ス 以 外 64件 26,378,750 116件 90,756,000

1,595件 497,691,012 4件 523,911

雇 用 調 整 助 成 金 1,280件 462,473,146 4件 523,911

緊 急 雇 用 安 定 助 成 金 315件 35,217,866 件 0

195件 31,990,000 181件 30,685,000

一 般 ト ラ イ ア ル コ ー ス 17件 1,980,000 21件 2,375,000

障害者 (短時間 )トライアルコース 178件 30,010,000 160件 28,310,000

989件 356,989,764 989件 369,742,900

能
力

開
発

事
業 4件 298,283 4件 426,571

（56 人） 7,055,081  (58人) 7,888,549

注：（　　）内は各月の支給実人員の累計

１．各種給付金・奨励金等支給状況

令和5(2023)年度 令和6(2024)年度

支払件数 金額 支払件数 金額

職 業 転 換 特 別 給 付 金

就 職 促 進 手 当

駐 留 軍 離 職 者

沖 振 法 離 職 者

雇
　
用
　
安
　
定
　
事
　
業

特 定 求 職 者 雇 用 開 発 助 成 金
( 特 定 就 職 困 難 者 コ ー ス ）

特定求職者雇用開発助成金
（就職氷河期世代雇用安定実現コース）

特定求職者雇用開発助成金
（生涯現役コース）

地 域 雇 用 開 発 助 成 金

人 材 確 保 等 支 援 助 成 金
( テ レ ワ ー ク コ ー ス 除 く ）

キ ャ リ ア ア ッ プ 助 成 金

雇 用 調 整 助 成 金

ト ラ イ ア ル 雇 用 助 成 金

人 材 開 発 支 援 助 成 金

職 場 適 応 訓 練 委 託 費 （ 保 ）

政 府 職 員 等 失 業 者 退 職 手 当



参考2

（離職者訓練） ※応募・入校者は委託訓練の2年生は除く

訓練校名 訓練コース 応募者数 入校者数 修了者数 就職率

128 109 90 93.3%

1,227 889 789 84.3%

477 377 279 89.4%

(全国87.3％)
沖縄職業能力
開発大学校

施設内訓練
（ 0コース）

- - -

605 486 369

1,227 889 789

1,832 1,375 1,158

（学卒訓練） ※応募・入校者は２年生は除く

訓練校名 訓練コース 応募者数 入校者数 修了者数 就職率

129 93 77 96.1%

141 123 103 100.0%

63 51 51 100.0%

333 267 231

（在職者訓練）

訓練校名 沖縄県立（浦添・具志川） 応募者数 入校者数 修了者数

沖縄県立（浦
添・具志川）

在職者訓練
（９コース）

56 51 49
受講時間

14～57時間
沖縄職業能力
開発促進セン

ター

在職者訓練
（43コース）

356 294 273
受講日数
平均2～4日

沖縄職業能力
開発大学校

在職者訓練
（71コース）

504 504 496
受講日数

平均2～5日

916 849 818

（求職者支援訓練）※中止・取消コースを除く

応募者数 受講者数 修了者数 雇用保険適用就職率

基礎コース 175 134 85 76.9%

実践コース 723 479 397 61.0%

898 613 482

※応募者数・入校者数は、令和６年４月１日から令和７年３月31日までに開講した基礎コース、実践コース。（中止・取消コースを除く。）

※修了者数・就職率は、令和６年12月までに終了した基礎コース、実践コース（中止・取消コース除く。）
※平成26年度から就職率は「訓練終了日から３か月以内に雇用保険に加入した就職率（雇用保険適用就職率）」となっている。

合　　　計

合　　　計

沖縄職業能力
開発促進セン

ター

合計

上記うち施設内訓練

上記うち委託訓練

合　　　計

沖縄県立（浦
添・具志川）

普通課程
（5コース）

沖縄職業
能力開発
大学校

専門課程
（6コース）

応用課程
（3コース）

2．令和６年度　沖縄県職業訓練実施状況一覧

沖縄県立
（浦添・具

志川）

施設内訓練
　8コース

障害者コースを除く

委託訓練
66コース

障害者コースを除く

沖縄職業能力
開発促進セン

ター

施設内訓練
　（9コース）



参考　3

3.需給調整事業（職業紹介・労働者派遣）許可・届出状況

（1）職業紹介事業

新規許可等
事業廃止等

(期間徒過※1含む)
年度末の
事業主数

新規届出等
事業廃止等

(期間徒過※1含む)
年度末の
事業主数

令和２年度 24 7 147 0 0 30

令和3年度 18 5 155 3 1 31

令和4年度 17 9 163 2 0 33

令和5年度 20 16 167 1 0 34

令和6年度 25 15 177 2 1 35

※1　期間徒過とは事業許可更新手続きを行わず事業許可期間が終了したものである。

※2　本表に表示する事業主数には沖縄労働局管轄外からの移管、無料職業紹介の届出を行っている地方公共団体等を含む。

（2）労働者派遣

令和２年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度

令和6年度

※1　期間徒過とは事業許可更新手続きを行わず事業許可期間が終了したものである。

※2　本表に表示する事業主数には沖縄労働局管轄外からの移管を含む。

※3  平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法により、特定労働者派遣事業の新規届出受理は平成27年9月29日をもって終了した。

246

2 245

6 244

8 243

10 245

12

19

9

13

事業廃止等(期間徒過
※1

含む)

8

12

年度

有料職業紹介事業 無料職業紹介事業

年度

労働者派遣事業

新規許可等 年度末の事業主数



 

 

 

Ⅴ  用 語 の 説 明  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅴ 用 語 の 説 明 

１． 職業紹介関係 

（１）一般 

   常用及び臨時・季節を合わせたものをいう。 

（２）常用（労働） 

     雇用契約において雇用期間の定めがないか、又は４ヶ月以上の雇用期間が定められているもの (季節労働      

を除く。）をいう。 

（３）臨時・季節（労働） 

   臨時とは、雇用契約において１ヶ月以上４ヶ月未満の雇用期間が定められているものをいい、季節とは季節的  

労働需要に対し就労するもの、又は季節的な余暇を利用して一定の期間（４ヶ月未満、４ヶ月以上の別を問わな

い。）を定めて就労するものをいう。 

（４）パートタイム 

   １日、１週間又は１ヶ月の所定労働時間が当該事業所において、同種の業務に従事する通常の労働者の所定    

労働時間に比し短い労働者をいう。 

（５）出稼労働者 

      １ヶ月以上１年未満居住地を離れて他に雇用されて就業する者であって、その就労期間経過後は居住地に帰る

もの（居住地を離れるとは、自宅以外の場所で寝泊りすることをいい、就労先の遠近を問わない。）をいう。 

（６）前月より繰越された有効求職者数（期末現在有効求職者数） 

  前月（前期）末日現在において、求職票の有効期間が計上月以降にまたがっている就職未決定の求職者数をいう。 

（７）新規求職申込件数 

   計上月中に自安定所で新たに受理した求職申込みの件数をいう。 

（８）月間有効求職者数 

   「前月より繰越された有効求職者数」と計上月の「新規求職申込件数」との合計数をいう。 

（９）紹介件数 

計上月中に求職者と求人の結合を図るため、自安定所で行った紹介の件数（他安定所からの連絡求人分の      

紹介も含む。）をいう。 

（10）就職件数 

計上月中に自安定所の求職者が、安定所の紹介あっ旋により就職したことを確認した件数をいう。 

（11）他県への就職件数 

就職先事業所の所在地が、自都道府県の管轄区域外にある場合の就職件数をいう。 

（12）管外への就職件数 

就職先事業所の所在地が、自安定所の管轄区域外にある場合の就職件数をいう。 

（13）保受給者の一般就職件数 

   受給資格決定後、基本手当ての支給を終了するまでの間に安定所の紹介により就職した基本手当受給資格者の  

就職件数をいう。 

（14）前月より繰越された有効求人数（期末現在有効求人数） 

前月（前期）末日現在において、求人票の有効期間が計上月以降にまたがっている未充足の求人をいう。 

 

 

 



（15）新規求人数 

計上月中に新たに受理した求人数（採用予定人員）をいう。 

（16）月間有効求人数 

   「前月より繰越された有効求人数」と計上月の「新規求人数」との合計数をいう。 

（17）他県への発求人数 

   計上月中に他都道府県へ連絡した求人数をいう。 

（18）他県からの受求人数 

計上月中に他都道府県から連絡を受けた求人数をいう。 

（19）充足数 

自安定所の求人が、安定所（自安定所以外の安定所も含む。）の紹介あっ旋により求職者と結合した件数をいう。 

（20）他県からの充足数 

   充足された求職者の住所が、自都道府県以外にある場合の充足数をいう。充足された求人事業所の所在地の    

如何を問わない。 

（21）新規学卒関係 

   学校教育法第３章、第４章及び第６章に規定する中学校・高等学校（ただし、専攻科、別科を除く。）並びに        

特殊教育の新規卒業（予定）者の卒業後の常用就職に係る取扱数をいう。 

（22）中高年齢者 

   高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二条第一項に基づき厚生労働省令で定める 45 歳以上の者

をいう。 

（23）日雇 

労働の窓口で取扱われる日々雇用、又は１ヶ月未満の雇用期間を定めて就労するものをいう。 

（24）新規求人延数 

計上月中に新たに受理した日雇に係る求人の延数（採用予定人員×採用予定日数）をいう。 

（25）就労実人員 

期間中に日雇労働に就労した日雇求職者実人員（個々人の頭数）をいう。 

（26）就労延数 

   期間中に日雇労働に就労した日雇求職者の延人員をいう。 

（27）不就労延数 

   働く意思及び能力を有する状態にありながら就労できなかった（いわゆるアブレとなった）日雇求職者の延人数

をいう。 

 

２． 雇用保険関係 

（１）離職票交付枚数 

   安定所が離職による被保険者資格の喪失の確認を行い、離職者に交付した離職票の枚数をいう。 

（２）離職票提出件数 

   失業給付を受けようとする者が安定所に出頭して離職票を提出した件数をいう。 

（３）受給資格決定件数 

   受付けた離職票を審査して、安定所が求職者給付を受ける資格があると決定した件数をいう。 

 

（４）初回受給者数 

   同一求職者給付の受給期間内における当該求職者給付の第１回目の支給を受けた者の数をいう。 



（５）新規受給者数 

個給付、訓給付、広給付又は全給付を初めて受給することになった者の数をいう。 

（６）受給者実人員 

基本手当を実際に受けた受給資格者の月単位の実数をいう。 

（７）給付延日数 

所定給付日数内に給付を行った基本手当の延日数をいう。 

（８）支給終了者数 

同一求職者給付の受給期間内に所定日数分の基本手当を受け終わった者の数をいう。なお、傷病手当を受給中に

支給終了となった者を含む。 

（９）給付制限件数 

   雇用保険法第２９条、第３２条、第３３条、第４０条第４項又は第５２条第１項の規定に基づき、受給者が      

職業紹介又は公共職業訓練を拒否したこと、重責解雇されたこと、又は自己都合により退職したこと等により   

一定の期間求職者給付の支給を停止した件数。 

（10）労働の意思、能力がないため受給資格の決定を行わなかった件数。 

受給資格決定に際し労働の意思、能力がないため受給資格の決定を行わなかった件数をいう。 

（11）日雇労働被保険者の求職者給付の普通給付と特例給付 

    普通給付とは、継続する２ヶ月間に２６日分以上印紙保険料を納付した者に、その翌月に限り印紙保険料の   

納付日数に応じて１３日から１７日の範囲内で失業の都度日雇労働求職者給付を支給する制度をいう。 

   特例給付とは、継続する６ヶ月間に各月１１日分以上かつ、通算して７８日分以上印紙保険料を納付した者に、

その翌月以降４ヶ月間において６０日分を限度として日雇労働求職者給付金を支給する制度をいう。 

 

３． 基本数値の算出方法 

 
           月間有効（新規）求 人 数 

（１） 求 人 倍 率 ＝                 （倍） 

           月間有効（新規）求職者数 

 

 

            就 職 件 数 

（２） 就 職 率 ＝                 ×１００（％） 

               月間有効（新規）求職者数 

 

 

            受給者実人員（所定内給付） 

（３） 受 給 率 ＝                 ×１００（％） 

                被保険者数+受給者実人員 

 

 

             充 足 数 

（４） 充 足 率 ＝                 ×１００（％） 

             月間有効（新規）求人数 

 

 

             完全失業者数 

（５） 完全失業率 ＝            ×１００（％） 

              労働力人口 



○本年報は沖縄労働局ホームページで閲覧できます〇 

【掲載先】 

沖縄労働局ホーム＞統計情報＞求人求職・労働市場の動き＞統計情報＞その他の統計（旧統計

情報＞職業安定行政年報 

【ＵＲＬ】 

https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/jirei_toukei/kyujin_kyushoku/toukei/ 

roudouokinawa_nenpou.html 

 

 

 

 

 

 

○政府統計ポータルサイト「e-Stat」のご案内○ 

   求人数、求職者数など一般職業紹介状況の全国及び都道府県ごとのデータは、政府統計ポ

ータルサイト e-Stat にて提供しております。 

【ＵＲＬ】 

 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/ 

files?page=1&toukei=00450222&tstat=000001020327 
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